
注意事項 

当補助金を受給するにあたって特にご注意いただきたい項目は以下のとおりで 

す。 

〇再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく固定価格 

買取制度（FIT）の認定又はFIP（Feed in Premium）制度の認定を取 

得しないこと。 

〇法定耐用年数（17 年間）が経過するまでの間による、補助対象事業により

取得した温室効果ガス排出削減効果についてＪ－クレジット制度へ 

登録しないこと。 

〇発電した電力量の30％以上を、自家消費すること など 

※ほかにも注意すべきことがございますので、誓約書及び各市町要綱をよく 

読んでご理解いただきますようお願いいたします。 


